
人生100年時代、高齢者の皆様の「セカンドライフ」の充実を
利府町が応援します！

５万円令和８年度

利府町高齢者セカンドライフ

応援助成金

新たな挑戦を始めませんか？

対象者

６５歳以上で
利府町にお住まいの方

助成限度額

最大 ５万円

申請回数

１人２回まで
※ただし申請は年１回のみ受付

助成の対象

趣味の拡充や新たな資格や免許の取得など、新たな挑戦に取
り組むための経費が対象です。
①趣味の拡充に係る教室・講座等の参加費用
②資格等取得に係る入学料及び受講料（教材費を含む。）
③資格等の受験料及び登録料

※講師から直接指導を受ける教室、講座等が対象

裏面もご確認ください

詳しくはこちら

1回あたり

申請期間
令和８年４月１日（水）～令和９年２月２６日（金）

◆令和７年度の申請例◆

チェーンソー操作講習、第二種電気工事士受験対策研修会

全麺協そば道四段位技能審査、パン教室、漢字能力検定準一級
書道教室、登録日本語教員、市民パソコン塾、ギター教室、
アロマハンドセラピスト、介護資格、ゴルフレッスン



●利府町高齢者セカンドライフ応援助成金チェックシート

「はい」「いいえ」のどちらか該当するものを〇で囲んでください。

１ 申請する日の時点で６５歳以上である はい いいえ

２ 利府町に住んでいる。（住所を置いている。） はい いいえ

３ 町税の滞納はない。 はい いいえ

４ 初めて参加する教室や講座、資格の取得である。 はい いいえ

５
本助成金を受けるのは今年度初めてであり、通算２回
以内である。

はい いいえ

６ 今年度中に開始する取り組みである。 はい いいえ

７
同様の目的として利府町夢チャレンジ事業補助金など
の交付を受けていない。

はい いいえ

全部「はい」になった方は
健康推進課（保健福祉センター）へ申請を！

申請・お問い合わせはこちら

利府町保健福祉部 健康推進課 長生き支援係
〒981-0133
利府町青葉台一丁目３２番地（利府町保健福祉センター内）

TEL  ：022-356-1334 FAX ：022-356-1303
Mail：nagaiki@rifu-cho.com

申請手続き

STEP
1
申請

STEP
2

町から通知
（交付・不交付）

STEP
3

教室・講座
の受講など
の手続き

STEP
4

実績報告

STEP
5

・町から通知
・指定口座へ
振込
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